
が
有
効
期
限
と
な
り
ま
す
）

※�

就
学
の
た
め
に
他
市
町
村
へ
転
居

し
、
マ
ル
学
被
保
険
者
証
が
必
要

な
方
は
、
在
学
証
明
書
を
ご
持
参

い
た
だ
き
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

本
庁
保
険
年
金
課
国
保
Ｇ（

２
８
４
１
～
２
８
４
３
）ま
た
は
各

支
所
、
甑
島
振
興
局

国
民
健
康
保
険

　
　
　
　
　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

　
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受

診
さ
れ
る
際
に
、｢

限
度
額
適
用
認

定
証｣

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、

保
険
適
用
分
の
医
療
費
の
窓
口
負
担

額
が
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
の
支
払
い
で
済
み
ま
す
。

ま
た
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に

は
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食

事
代
を
減
額
す
る｢

限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証｣

が
交
付

さ
れ
ま
す
。

　
交
付
が
必
要
な
方
は
、
申
請
が
必

要
で
す
が
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用

す
れ
ば
、
申
請
の
手
続
き
な
く
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
る
支
払
い
が
免

除
さ
れ
ま
す
の
で
、
マ
イ
ナ
保
険
証

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
長
期
入

院
該
当
者
な
ど
は
申
請
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
）

※�
申
請
は
７
月
か
ら
事
前
受
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。

※�

事
前
申
請
分
の
認
定
証
の
交
付
は

８
月
以
降
に
な
り
ま
す
。

本
庁
保
険
年
金
課
国
保
Ｇ（

２
８
４
１
～
２
８
４
３
）ま
た
は
各

支
所
、
甑
島
振
興
局

ふ
る
さ
と
ク
リ
ー
ン
大
作
戦

７
月
28
日（
日
）６
時
～
８
時

※�

実
施
日
時
に
つ
い
て
は
、
各
地
域

で
異
な
り
ま
す
。

※�

雨
天
な
ど
の
場
合
は
、
各
自
治
会

で
の
実
施
判
断
と
な
り
ま
す
。

年
に
１
回
市
民
の
皆
さ
ん
が
、
ま

ち
を
き
れ
い
に
し
よ
う
と
、
気
持
ち

を
ひ
と
つ
に
し
て
行
う
美
化
活
動
で

す
。
ふ
る
さ
と
意
識
や
環
境
意
識
を

高
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
実
施
方
法
は
各
自
治
会
単
位
で
の

年
齢
、
連
絡
先
、
応
募
動
機
を
明
記

の
上
、
メ
ー
ル
、
送
付
、
フ
ァ
ク
ス

〒
８
９
５-

０
０
７
６
　
大
小

路
町
14
番
５
号
　
社
会
教
育
課
社
会

教
育
Ｇ（
中
央
公
民
館
内
）

（
22
）７
２
５
１

（
20
）１
３
３
１

shakai@
city.

　
　
　satsum

asendai.lg.jp

相
談

｢
健
康
づ
く
り｣

の
お
手
伝
い

【
要
申
込
】

保
健
師
、
栄
養
士
お
よ
び
歯
科
衛

生
士
な
ど
が
企
業
や
事
業
所
を
訪
問

し
健
康
講
話
を
実
施

※
講
師
派
遣
無
料

直
接
、
電
話
、
メ
ー
ル

市
民
健
康
課
健
康
増
進
第
１

Ｇ（
川
内
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

（
22
）８
８
１
１�

kenzou1@
city.

　
　
　satsum

asendai.lg.jp

お
知
ら
せ

鳥
獣
被
害
防
止
施
設
導
入
事
業

　
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
な
ど
に
よ
る
農

林
産
物
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、

鳥
獣
被
害
防
止
施
設（
電
気
柵
な
ど
）

を
設
置
す
る
方
で
、
次
の
要
件
を
満

た
す
場
合
は
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

鳥
獣
被
害
防
止
施
設
を
設
置
す
る

市
公
認
観
光
ガ
イ
ド
に
な
る

た
め
の
研
修
会

座
学
講
習

９
月
19
日（
木
）13
時
～
15
時

Ｓ
Ｓ
プ
ラ
ザ
せ
ん
だ
い

ガ
イ
ド
の
基
礎（
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
な
ど
）

こ
し
き
ツ
ア
ー
ズ（
株
）代
表
取
締

役
　
斎さ

い

藤と
う

智と
も

顕あ
き

氏

実
地
講
習

９
月
19
日（
木
）15
時
30
分
～
17
時

新
田
神
社（
宮
内
町
）

新
田
神
社
、
可
愛
山
陵
の
散
策

市
公
認
観
光
ガ
イ
ド
　
財た
か
ら

部べ

和か
ず

幸ゆ
き

氏

本
市
に
３
年
以
上
居
住
し
て
い
る

18
歳
以
上
の
方
、
す
べ
て
の
研
修
会

に
参
加
で
き
る
方

※
12
月
に
安
全
講
習
を
実
施
予
定

９
月
12
日（
木
）必
着�

電
話
、
メ
ー
ル

薩󠄀󠄀
摩
川
内
市
観
光
物
産
協
会

（
23
）９
８
８
９

kanko@
cocoro-

　
　
　satsum

asendai.co.jp

二
十
歳
の
つ
ど
い
実
行
委
員

企
画
・
準
備
、
つ
ど
い
当
日
の
運
営

令
和
６
年
度
に
20
歳
で
、
実
行
委

員
会
お
よ
び
二
十
歳
の
つ
ど
い
に
参

加
で
き
る
方

10
人
程
度

７
月
29
日（
月
）ま
で

任
意
の
様
式
に
、
住
所
、
氏
名
、

農
地
な
ど
の
面
積
が
１
０
０
０
㎡
以
上

あ
る
市
内
居
住
の
個
人
ま
た
は
団
体

※�

市
外
居
住
の
方
で
も
、
市
内
居
住

の
方
と
団
体
で
申
請
さ
れ
る
場
合

は
、
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※�

今
後
の
作
付
へ
の
被
害
を
軽
減
す

る
観
点
か
ら
、
既
に
作
付
が
終
了

し
た
農
地
で
あ
っ
て
も
対
象
と
な

り
ま
す
。

※
事
前
着
工
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

※�

そ
の
他
の
要
件
、
補
助
率
、
申
請

手
続
き
、
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細

は
、
申
し
込
み
の
際
に
ご
案
内
し

ま
す
。

本
庁
４
階
農
業
政
策
課
、
各
支
所
、

甑
島
振
興
局
へ
直
接

本
庁
農
業
政
策
課
農
政
Ｇ（

４
２
２
２
）

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新

　
新
し
い｢

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証｣

を
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま

す
。現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証（
オ

レ
ン
ジ
色
）は
、
８
月
１
日
以
降
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※�

新
し
い
被
保
険
者
証（
紫
色
）の
有

効
期
限
は
、
令
和
７
年
７
月
31
日

ま
で（
令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で

に
75
歳
に
到
達
さ
れ
る
方
は
、
誕

生
日
の
前
日
ま
で
、
令
和
７
年
７

月
31
日
ま
で
に
70
歳
に
到
達
さ
れ

る
方
は
誕
生
月
の
月
末（
１
日
が

誕
生
日
の
方
は
そ
の
前
日
ま
で
）

相
談

治
療
と
仕
事
の
た
め
の
両
立
支
援

無
料
相
談
窓
口【
要
申
込
】

毎
月
第
４
木
曜
日
13
時
～
15
時

※
祝
日
は
休
み

※
申
し
込
み
が
な
い
場
合
は
中
止

川
内
市
医
師
会
立
市
民
病
院（
永

利
町
）

治
療
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
る
た
め

に
利
用
で
き
る
制
度
や
傷
病
手
当
金

な
ど
の
社
会
保
険
の
手
続
き
、
休
職

や
復
職
の
相
談
な
ど

（
22
）１
１
１
１

お
知
ら
せ

家
庭
用
飲
用
井
戸
等
整
備
支
援

事
業
補
助
金

家
庭
用
飲
用
井
戸
を
設
置
す
る
場

合
の
ボ
ー
リ
ン
グ
工
事
な
ど
の
費
用

の
一
部
補
助

相
談

お
知
ら
せ

交付対象年齢および交付条件 手続きに必要なもの

・申請時に、国民健康保険税��
　に未納がないこと
※70歳以上74歳未満の場合
（上記条件に加えて）
・�世帯主および国民健康保険被
保険者全員の令和6年度市民
税が非課税であること
・�被保険者証の負担割合が「3
割」かつ課税所得が690万円
未満であること

・国民健康保険被保険者証
・�市民税非課税世帯の方で過
去１年間の入院日数が90日
を超える場合は、入院日数
が確認できる領収書や入院
期間証明書
・来庁者の身分証明書
��（代理人の申請の場合）

202024.7.10 広報

定
額
減
税
補
足
給
付
金

　

（
調
整
給
付
）

　
デ
フ
レ
完
全
脱
却
の
た
め
の
総
合

経
済
対
策
に
お
け
る
物
価
高
へ
の
支

援
の
一
環
と
し
て
、
６
月
以
降
、
１

人
あ
た
り
計
４
万
円（
所
得
税
３
万

円
＋
個
人
住
民
税
所
得
割
１
万
円
）

が
定
額
減
税
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
際
、
定
額
減
税
し
き
れ
な
い

と
見
込
ま
れ
る
方
に
対
し
て
、
定
額

減
税
し
き
れ
な
い
額
を
１
万
円
単
位

に
切
り
上
げ
て
算
定
し
た｢

調
整
給

付
金｣

を
支
給
し
ま
す
。

次
の
①
～
③
の
要
件
を
全
て
満
た

す
方

①�

１
月
１
日
時
点
で
本
市
に
住
所
を

有
す
る
方

※�

１
月
２
日
以
降
に
本
市
へ
転
入
さ

れ
た
方
は
、
原
則
、
以
前
居
住
し

て
い
た
市
区
町
村
か
ら
の
給
付
に

な
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
以
前
居
住
し
て
い
た
市
区

町
村
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②�

合
計
所
得
金
額
が
１
８
０
５
万
円

以
下
の
方

③�

所
得
税
と
個
人
住
民
税
所
得
割
の

少
な
く
と
も
一
方
を
納
め
、
定
額

減
税
し
き
れ
な
い
額
が
生
じ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
方

市
か
ら
送
付
さ
れ
た
確
認
書
の
内

容
を
確
認
後
、
返
送

※�

確
認
書
は
発
送
準
備
が
で
き
次
第
、

送
付
し
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
、
市

を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

本
庁
定
額
減
税
補
足
給
付
金
等
支

給
事
務
局

（
23
）５
８
３
１

食
育
・
地
産
地
消
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト

今
後
、
地
元
の
農
林
水
産
物
の
利

用
お
よ
び
消
費
拡
大
を
促
進
す
る
た

め
、
食
育
や
地
産
地
消
に
つ
い
て
調

査
す
る
も
の
。

本
市
に
住
所
を
有
す
る
方

７
月
31
日（
水
）ま
で

市

上
の
回
答
フ
ォ
ー
ム

※�

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
回
答
い
た
だ
い

た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
40
人
に
つ

ん
Ｐ
ａ
ｙ
で
利
用
で
き
る
地
域
デ

ジ
タ
ル
通
貨（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ポ
イ
ン

ト
５
０
０
円
分
）を
贈
呈
し
ま
す
。

本
庁
農
業
政
策
課
企
画
総
務
・

六
次
化
Ｇ（

４
２
１
２
）

助
成
額

▼
オ
ス
＝
１
頭
５
０
０
０
円

▼
メ
ス
＝
１
頭
１
万
円

※�

１
団
体
に
つ
き
、
お
お
む
ね
10
万

円
を
目
安
と
し
ま
す
。

※�

助
成
金
の
交
付
を
受
け
る
に
は
、

団
体
登
録
申
請
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

市

ま
た
は
本
庁
４
階
環
境
課

に
備
え
付
け
の
申
請
書
類
を
準
備
の

上
、
直
接

本
庁
環
境
課
生
活
環
境
Ｇ（

４
３
３
3
）

浄
化
槽
の
適
切
な
維
持
管
理
を

　
浄
化
槽
は
保
守
点
検
、
清
掃
、
法

定
検
査
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
生
活
か
ら
排
出
さ
れ
た
汚

水
を
浄
化
し
、
き
れ
い
な
水
に
し
て

流
す
こ
と
が
で
き
る
装
置
で
す
。

　
保
守
点
検
、
清
掃
の
維
持
管
理
と

は
別
に
、
県
の
指
定
を
受
け
た（
公

財
）鹿
児
島
県
環
境
保
全
協
会
が
行

う
法
定
検
査
が
、
毎
年
１
回
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
県

を
ご
確
認
い
た
だ

く
か
、
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼�

県
生
活
排
水
対
策
室
　
　
　
　

０
９
９（
２
８
６
）３
６
８
５

実
施
と
な
り
ま
す
。
集
合
場
所
、
作

業
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
各
自
治

会
長
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

本
庁
環
境
課
廃
棄
物
政
策
Ｇ（

４
３
４
１
）

地
域
猫
不
妊
・

　
　
　
　
　

去
勢
手
術
費
用
助
成
金

地
域
猫
に
係
る
不
妊
・
去
勢
手
術

費
用
の
一
部
助
成

※�

地
域
猫
と
は
、
地
域
の
有
志
が
地

域
住
民
ま
た
は
施
設
管
理
者
の
理

解
と
協
力
を
得
た
上
で
、
餌
場
の

管
理
、
ふ
ん
尿
の
後
始
末
な
ど
一

定
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
飼
育
・
管

理
す
る
特
定
の
飼
い
主
が
い
な
い

猫
の
こ
と

次
の
①
～
④
の
要
件
を
全
て
満
た

す
団
体

①�

市
内
に
居
住
し
、
か
つ
異
な
る
世

帯
に
属
す
る
３
人
以
上
の
成
人

（
高
校
生
を
除
く
）に
よ
り
構
成
さ

れ
て
い
る
こ
と

②�

特
定
の
地
域
、
場
所
で
活
動
し
て

い
る
こ
と

③�

近
接
自
治
会
な
ど
の
同
意
が
得
ら

れ
て
い
る
こ
と

④�

構
成
員
に
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な

い
こ
と

市
内
動
物
病
院
で
手
術
を
実
施
す

る
こ
と
、
か
つ
、
手
術
後
元
の
場
所

に
戻
す
時
点
で
、
新
た
な
飼
い
主
へ

の
譲
渡
が
決
定
し
て
い
な
い
こ
と

　
▼�（
公
財
）鹿
児
島
県
環
境
保
全
協
会

０
９
９（
２
９
６
）９
０
０
０

ね
た
き
り
老
人
介
護
手
当

次
の
①
～
③
の
要
件
を
全
て
満
た

す
方

①�

在
宅
の
要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者

共
に
本
市
に
１
年
以
上
住
所
を
有

し
て
い
る
こ
と

②�

要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ

た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
、
基
準

日（
令
和
６
年
８
月
１
日
）か
ら
過

去
６
カ
月
間
に
３
カ
月
以
上
継
続

し
て
介
護
し
て
い
る
こ
と

③�

要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者
と
同
一

世
帯
の
全
員
が
、
市
民
税
所
得
割

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

※�

特
別
障
害
者
手
当
ま
た
は
経
過
的

福
祉
手
当
の
受
給
者
は
対
象
外

要
介
護
高
齢
者
１
人
に
つ
き
、
６

万
円
を
支
給

介
護
者
の
身
分
を
証
明
で
き
る
も

の（
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）、
介
護

者
名
義
の
通
帳

８
月
１
日（
木
）～
９
月
２
日（
月
）

を
お
持
ち
の
上
、
直
接

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高
齢

者
福
祉
Ｇ（

２
６
７
３
）ま
た
は
各

支
所
、
甑
島
振
興
局

▲市▲市

▲市

▲市

▲回答フォーム

▲県
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